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はじめに

本論文は，「川越・張群会談」において現場

の外交官が果たした役割について論じることを

目的としている。まず第１節では，「川越・張

群会談」について簡単に整理するとともに，先

行研究を概観し，問題点を探り出す。第２節で

は，須磨弥吉郎南京総領事に注目し，「川越・

張群会談」における日本の外交政策の問題点を

明らかにする。そして，第３節では，西春彦青

島総領事を取り上げ，その動向を分析すること

を通して，「青島紡績会社罷業事件」が「川越・

張群会談」に与えた影響について考えたい。最

後の第４節では，蒋介石に焦点をあて，国民政

府が「川越・張群会談」をどのように捉えてい

たかを明らかにし，なおかつ，そうした蒋介石

の対日認識とそれに基づいた外交政策に日本側

の外交官・外務省は十分な注意を払うことに失

敗した，と論じる。

第１節　��「川越・張群会談」について：

問題の所在

「川越・張群会談」は日中全面戦争前におけ

る最後の本格的な国交調整交渉であった。本交

渉は，1936年（昭和11年）８月23日に四川省の

成都で発生した４人の日本人が殺傷された事

件（成都事件）と９月３日に広東省の北海で同

地在留の日本人商店の店主・中野順三が数名の

中国人によって惨殺された「北海事件」に伴

い，中国側の対日態度の是正を要求する目的で

９月８日から開始された。しかし，「川越・張

群会談」の最中にも抗日事件の勢いは衰えず，

９月19日には漢口で領事館吉岡巡査が射殺され

た「漢口事件」，23日には上海で第三艦隊・旗

艦「出雲」の水兵が射殺される事件が発生し

た。こうした事態を受けて，交渉内容は排日の

根絶・排日的策動の禁絶のみならず，日中間の

各種懸案事項の解決にまで及んだ。

これまでにもこの「川越・張群会談」は，さ

まざまな角度から研究されてきた。大別すれ

ば，そうした先行研究には２つの傾向がある。

それはまず第１に，「川越・張群会談」の交渉

過程を外務省・陸軍・海軍のアクター，そして

中国国民政府の動向を中心に研究したものであ

る。こうした研究によって，華北や内蒙古にお

ける日本軍の行動があまりにも甚大なもので

あったため，外交交渉だけでは限界があったこ
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と，そして，中国の内情変化も会談が失敗に終

わった原因の１つだということが明らかにされ

た。特に，関東軍が援助した内蒙古軍が，中国

側に敗退した「綏遠事件」の発生が，「川越・

張群会談」決裂につながったことが指摘されて

いる（［秦 1961: 81］［島田 1962: 214］［臧 2011: 

340］［樋口 2002: 187］）。

第２の研究傾向は，「川越・張群会談」と同

時期に行われていた，日独防共協定締結交渉と

の関連性を指摘したものである。こうした研究

によって，当時，外務省の外交政策の１つとさ

れた「国際防共主義」が対中関係に悪影響を

もたらしたことが明らかにされている（［井上 

1994: 269］［酒井 1992: 193］［樋口 2002: 217］）。

このように川越・張群会談をめぐる研究はす

でに多数あるが，従来の研究は，実際の交渉過
4 4 4

程外の
4 4 4

要因（一方では，外務省・陸軍・海軍相

互の対立と中国側の動向という要因，他方で

は，外務省の防共政策とドイツなどとの関係を

考慮した要因）に失敗の原因を求めるものであ

る。しかしながら，このような研究において

は，実際に現場で交渉に携わった外交官は「川

越・張群会談」についてどのように考え，行動

したか，という問題に注意が払われていないよ

うに思われる。本論文は，この現場の外交官の

態度・行動を分析することで，先行研究におけ

る欠落を補うことを目的としている。しかし，

こうした外交官について論じる前に，「川越・

張群会談」を特徴づける２つの事項，すなわ

ち，会談を動かしたキー・パーソンと会談の主

要争点を明確にしておきたい。

まず，「川越・張群会談」はその名の通り，

日本側は川越茂駐華大使，中国側は張群外交部

長を代表として実施されたものであり，９月15

日から12月３日までの間に計８回会談が行なわ

れた。しかし，その会談の実質は，川越，張群

以下の須磨南京総領事と高宗武亜州司長の間

で行われた20回にものぼる交渉にあった。川

越・張群会談の前半で争点となったのは日本か

ら出された７項目の要求案である。詳細につい

ては，次節で述べるが，この７項目は須磨・高

の予備交渉の中で須磨が要求し，議題にのせた

ものである。また，会談が膠着してきた11月７

日になると須磨自らが交渉妥結のために作成し

た「須磨試案」を高に提案し，それによって生

まれた「須磨・高共同試案」によって須磨・高

は張群外交部長を説得しようとした（1）。このよ

うに，川越，張群以下の須磨，高が実質的には

交渉内容の作成や交渉妥結に向けて動いた真の

キー・パーソンであったのである。

続いて，何が会談の争点であったかを整理し

ておこう。「川越・張群会談」において最後ま

で意見が一致しなかった事項は，防共と華北に

関するものである。日本は，当初，「防共施設

ヲ実現スル為日本ト協定スルコト」，「北支ニ

対シ徹底セル特殊制度ヲ設クルコト」という

抽象的な要求を行った（2）。これに対して中国側

は，第２回「川越・張群会談」（９月23日）の

席上で「防共」と「北支」問題を一緒にして解

決をはかり（つまり，北支の防共については譲

歩し），中国全土の防共については明言を避け

ることで日本からの要求に応えようとしたので

あった（3）。しかし，日本は徹底的に中国全土の

防共にこだわったため，交渉は平行線をたどっ

た。結果的には，12月３日に日本側が交渉終結

を宣言した口上書でもって一方的な要求を通告

し，会議自体は終了したのである（4）。

中国全土における赤化防止については中国側
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の猛烈な反対があり，当初からその賛同を得る

ことは難しかったと言える。しかしながら，そ

の後の会談の中で北支防共協定や北支特殊事態

を中国に容認させるためには，日本が冀東政府

を解消し，内蒙古自治工作を停止することが条

件となっていた（5）。これは，当時の日本にとっ

て簡単に呑めるものではなかった。ゆえに，懸

案となっていた北支の特殊事態や共同防共への

対処は，これからの検討事項として持ち越しに

なり，成果はあがらなかったのである。

第２節　須磨弥吉郎の外交戦略

昭和11年９月５日，有田外務大臣から川越大

使宛てに「成都事件」解決交渉開始方訓令が打

電され，「川越・張群会談」の口火が切られた。

まず，同日に有田外相は，「……それから支那

に対しては排日言動の根絶といふ抽象的な注文

をし，寧ろ先方から具体的に，たとへば教科書

の改訂とかいろヽヽやらせるやうにしなければ

ならん」［原田 1951: 156］

との談話を残している。そして，この談話通

りの要求が，９月５日付の訓令として川越駐華

大使や須磨南京総領事のもとへ伝えられること

になった。実際の訓令は以下のものである（6）。

「（甲）

（一）……依テ帝国政府ハ国民政府自ラ本件

ニ関スル重大ナル責任ヲ自覚シ誠意ヲ

披露シテ自ラ前記暗翳ヲ一掃スルノ措

置ニ出デンコトヲ要求ス

（二）今次事件ハ其ノ導火線ガ南京ニ在リタ

ルハ前項ノ通リナルモ他方排日運動依

然トシテ熾ナルコトヲ実証スルモノナ

ルニ依リ根本的解決方法ノ一トシテ茲

ニ左記ヲ要求ス

（１）国民政府ハ一切ノ排日ヲ根絶セシムベシ

（２）国民政府ハ国民党部其ノ他如何ナル団

体タルヲ問ハズ其ノ一切ノ排日的策動ノ禁絶

方ニ付其ノ責ニ任ズベシ

（乙）事件自体ノ解決

（一）陳謝（イ）国民政府（ロ）四川省政府

（二）責任者ノ処罰

　　（イ）公安局長及警備司令

　　（ロ）其ノ他ノ責任者

（三）犯人及連累者竝ニ煽動者ノ処罰

（四）賠償

　　（イ）死亡者ニ対スル弔慰金

　　（ロ）負傷者ニ対スル治療費，見舞金

（丙）国民政府ハ其ノ責任ヲ以テ在成都帝国

総領事館ノ再開ニ対スル一切ノ支障ヲ

最モ速ニ排除スベシ」

つまり，９月５日時点での「川越・張群会

談」における要求は，排日の禁絶と抗日テロ事

件の善後措置の二点に集約できる。また，外務

省は，中国側が日本に対して「（甲）」で言うと

ころの誠意を披露する具体的な方法として，上

海福岡間の航空連絡や台湾福州広東間の航空連

絡，輸入税引き下げなどを考えていた。そし

て，それより更に進んで，北支問題を対支実行

策に準拠して解決することも狙っていた。だ

が，あくまでも主眼は「（甲）」にあり，前述し

た具体的方法を使って「（甲）」を実現させよう

としたのである。ところが，須磨南京総領事は

９月８日に高宗武と予備交渉を行ない，次の７

項目を実行すべきだと提案した。
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「（一）北支ニ対シ徹底セル特殊制度ヲ設クル

コト

（二）防共施設ヲ実現スル為日本ト協定スル

コト

（三）航空ニ関シ日支合弁会社ヲ設立シ例ヘ

ハ福岡，上海ヨリ事件発生地タル四川

迄ノ航空路ヲ開設スルコト

（四）行政各部ハ勿論軍政機関ニモ日本顧問

ヲ招聘スルコト

（五）通商ヲ改善スル意味ヨリ日支関税協定

ヲ復活シ又輸入税率ノ低減ヲ行フコト

（六）事件ノ性質上成都ヲ開埠地トシ且四川

省内経済利権開発ニ関シ日本側ト合作 

スルノ制度ヲ確立スルコト

（七）政治犯人不引渡ノ原則等ヲ顧慮スルコ

トナク金九，金元鳳，李青天等ノ逮捕

引渡ヲ実現スルコト（本件ニ付テハ七

月二十六日ノ会見ニ於テ既ニ本官ヨリ

強ク張ニ申入レタルニ張ハ考慮ヲ約シ

タル経緯アリ）（7）」

さて，外務省からの訓令と須磨の要求を読み

比べてみれば明らかなように，出先外交官はよ

り強い要求をしたのである（具体的に言えば，

須磨の７項目の中で（一）（二）（四）（六）は

外務省からの訓令には含まれていない）。

また，須磨は外務省の訓令を拡大解釈しただ

けではない。その他にも現地の大使の指示に反

する行動も起こしている。たとえば，現地の川

越大使は有田大臣に打電し，「成都事件」解決

交渉の予備的協議には応じないよう須磨総領事

へ指示して欲しい，と述べている（９月８日）（8）。

しかしながら，実際には同日に須磨は高と予備

的協議を行っており，その中で上記の提案を

行ったのであった。

それでは，なぜ外務省の訓令や現地の大使の

指示を超えて，須磨は独自の外交交渉を行った

のであろうか。この問いには少なくとも３つの

理由をあげて答えることができる。結論だけを

言えば，第１に，須磨のある種の「外交官とし

ての自信」という個人的態度に関するもの，第

２に「過去の教訓から学んだ外交交渉」の重視

という戦略に関するもの，そして，第３に，外

務省内部での様々な問題点に起因するものであ

る。以下，これらの理由について順を追って見

ていくが，その前に，確認しておくべき事実が

ある。それは，前節でも述べように「川越・張

群会談」で最後まで決着がつかず，尾を引いた

問題が（一）の北支問題と（二）の防共の問題

であったということである。そもそも「川越・

張群会談」の開始以前から，北支問題と防共問

題は日中関係で最も解決が難しい事項であっ

た。北支問題は，陸軍の華北自治工作によって

問題がさらに複雑化し，日中関係を悪化させた

ことで中国側との解決交渉自体が停頓してし

まった事項であった。また，防共問題も「廣田

三原則」で中国側へその重要性を訴えたにも関

わらず，「廣田三原則」交渉自体が失敗したこ

とで話し合う余地はほとんどなかったといえる

［島田 1962: 133］。

こうした事態を見て，須磨は，すでに1936年

５月15日から「五省特政会」の設置案を唱え，

これを国策とするべく陸軍側と共同して
4 4 4 4 4 4 4 4

動い

ていた［劉 1995: 25］。この施策の目的は，華

北五省をある程度日本の影響下に置いたうえ

で，対ソ戦に備え，防共について国民政府と共

同して取り組む点にあった。これを実現するた

めに，日中双方で懸案となっていた冀東政府の
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解消をも考えていたのである。そして，このこ

とを基礎として日中関係の調整を推進し，中国

を日本側に引きこむことによって，日本が英米

に対抗できるほどの安定勢力の地位を確立する

という構想も同時に持ち合わせていたのであっ

た。

上記のような「五省特政会」の設置案は，陸

軍側の一部から賛同を得ており，加えて廣田首

相や有田外相，そして川越大使からもある程度

の評価を得ていた。このように独自の案が評価

されるということから須磨は大いに自信を得て

いたと思われる。実際のところ，須磨は本案の

実施に向け，東京の本省で陸軍側の案として
4 4 4 4 4 4 4 4

ま

とめるよう手筈を整えた後に，７月16日まで出

先の喜多大使館付武官と折衝するなどしてか

なり積極的に行動を起こしている（9）。それゆえ

に，この自信を背景として，「川越・張群会談」

の予備交渉においても独自の「五省特政会」構

想を提示することで華北の問題だけでなく，防

共問題までをも解決しようとしていたと考える

こともできよう。これが第１の理由である。

同様に，須磨は以前から「外交交渉」の手法

によって積極的に具体案を中国側に提示し，国

交調整を軌道に乗せようとしていた。須磨が作

成した「対支交渉具体案（10）」からもそうした

持論が読み取れる。それゆえに，今回の「川

越・張群会談」の予備交渉においても，須磨か

ら具体案を提示して外交交渉のイニシアティブ

を握ったことは，須磨の外交戦略の１つであっ

た，と言える。

ところが，1935年を通して行われた「廣田三

原則」交渉においては，須磨は中国側から具体

案を引き出すことに専念していたが，結果とし

て失敗している。この過去の苦い経験を教訓に

して，今までの硬直化した日中外交の方法に変

化をもたらそうとしたことが，須磨が独自の交

渉に臨んだ第２の理由である。実際の予備交渉

の経過に対する川越大使や外務省の見解もこう

した考察を裏付けているように思われる。とい

うのも，当初は須磨に予備交渉に応じないよう

求めた川越大使も後には須磨の行動を追認して

おり，また，外務省も訓令の明白な拡大解釈を

行なって行動を起こした須磨を非難することは

していないからである（11）。このような事態は，

以前からの須磨の外交戦略を川越大使や外務省

が（ある程度）理解していたことを前提として

初めて成り立つものであるように思われる。

しかしながら，須磨に対する批判は外務省外

から加えられることになった。たとえば海軍の

豊田軍務局長は，「川越，須磨の交渉は稍中央

訓令を逸脱してあり，適宜是正することとし支

那にも幾分面子を立てる様にせば可ならん（12）」

と言い，四相会議で決定した訓令を逸脱し，独

自の行動をとる外交官たちに苦言を呈した。海

軍は，従来，南進政策を方針としており，陸軍

の北支問題を側面から支援するような須磨らの

外交交渉と陸軍の姿勢に嫌悪感を抱いていた

［樋口 2002: 184］。もちろん，須磨，川越は様々

な機関から注目ないし批判を集めることは予想

していたことだろう。それにもかかわらず，自

主的な外交を行なった須磨の行動を説明するの

には，北支「五省特政会」構想への自信や過去

の外交経験という２つの要因だけでは不十分で

あるように思われる。そこには，中央における

対中外交の方針や政策はさまざまな政治主体が

関与しているがゆえに遅々として進まず，ま

た，方針や政策そのものが玉虫色になってしま

うという第３の理由も関係していると考えるべ
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きであるように思われる。続いて，中央での外

交政策決定過程における問題を検討し，須磨の

積極外交の理由を探ってみたい。

まず手始めに，「川越・張群会談」時の東京

での三省（外務，陸，海）の意見，動向を見て

おきたい。全面的な日中国交調整（「川越・張

群会談」）は，続出する抗日テロ事件への対応

でもあったことは前に述べた。この抗日テロ以

後，「川越・張群会談」の最後まで海軍が強圧

的な態度に出たことは先行研究で明らかにされ

ている通りである。すなわち，海軍は，抗日テ

ロ事件を口実に，華中を南進の基地にしようと

目論んでいたのであった［島田 1962: 201; 1964: 

x1iv］。これに対して陸軍は，対ソ戦に備えた

北支の緩衝地帯化に専念しており，南進指向の

ある海軍と共同して積極的に行動を起こすこと

は避けていた（13）。ただし，「川越・張群会談」

での交渉事項として陸軍は「北支は南京に承認

させなくても自力で促進す 防共だけ出来れば

満足なり 防共の要求は絶対なり」と９月29日

の三省事務会議において発言するなど，日中間

の共同防共を最後まで要求の最優先項目として

出し続けた（14）。こうした陸軍の防共政策には，

２ヶ月後の11月25日に締結された日独防共協定

と関係していることも先行研究で明らかにされ

ている［大畑 1963: 3］［ゲイロード1976: 46］。

こうした中にあって，外務省は，高圧的な姿

勢をとる海軍を北支政策に集中したい陸軍と共

に諌め，陸軍が主張する「防共」を外務省の

「国際防共主義」という外套を着せた上で「川

越・張群会談」の場に登場させた。しかし，完

全に陸軍と歩みを共にすることも避け，海軍

側には，「川越・張群会談」で海軍が熱望して

いた福岡－上海線の航空連絡の早期実現を要

求するという譲歩を行なっている［樋口 2002: 

140］。このように，東京において，外務省は陸

軍と海軍の双方の意見調整に腐心したと言える

が，ここで重要なのは，外務の最高責任者であ

る外相，及び中央の関係者の「川越・張群会

談」における問題の捉え方や理解が，現地の外

交官とはあまりにかけ離れていた，ということ

である。

「川越・張群会談」が始まる約一か月前の８

月11日に対北支政策の見直しの下，２つの新し

い中国政策が決定された。それが，「対支実行

策」および「第二次北支処理要綱」であった。

この２つの政府決定は，第二次華北分離工作に

よる既成事実を直ちに撤回する方向を打ち出す

ことはなかったが，自制的な華北政策を指示し

たものであった［井上 1994: 263］。

しかし，平穏な状況は長くは続かなかった。

８月23日に「成都事件」，９月３日に広東省で

「北海事件」が発生し，「川越・張群会談」が始

められることとなる。海軍側の高圧的な態度が

問題となったが，それに対して批判的な陸軍と

一緒になって海軍を抑えることに自信をもった

有田外相は中国との国交調整について楽観的な

見通しをもっていた。

しかしながら，現実の外交は有田が考えてい

るよりも厳しいものであった。10月８日には，

須磨と張公権との会談の中で，張から，中国全

土での赤化防止策は考慮の余地がないことを言

明された（15）。また，13日の「高・須磨会談」の

中で，高は一般的赤化防止について「本件ニ付

テモ数回論議済ナルカ，此ノ種協定（締）結発

表スルコトハ，今ノ處全然見込ナシ」と答えて

いる（16）。

このような現地の行き詰まった状況を東京に
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報告すると共に，共同防共については日本側の

譲歩を求める意見具申を14日に川越は有田宛て

電報の中で行った。すなわち，中国全土にわた

る赤化防止は中国側にとっては絶対に受容出来

るものではなく，この項目に固執すると全体の

交渉が破綻する恐れがあるということ，そし

て，須磨の北支特政会構想も現段階での実現は

難しいが，今回の交渉では今後に向けての布石

という意味合いに留め，中国側が提案している

北支対応策（具体的な問題がある度に山東，山

西，綏遠の三省に中央政府が必要な訓令を発出

する）で我慢するべきではないか，というこ

とを主張したのだ（17）。これに加えて，川越は，

外務中央の方針の再考を求めた（18）。つまりは，

防共問題について，中国側が主張する華北地域

の防共（共同委員会を設置し，山海関から包頭

以北の線）で留めるか，そうでなければ，中国

側が日本と共同防共を実施することを明確にし

た上で実行の方法や地域などについて共同委員

会において研究をするというラインで交渉を進

めることを提案している。言うなれば，従来の

中国全土を含めた共同防共に固執するのではな

く，共同防共問題については中国側の意見を採

用するなど，日本側の譲歩も必要であることを

説いているのである。

しかし，有田の返答はそれに応えるものでは

なかった。有田は，川越の意見電は高・須磨間

の話を参考にしたもので，高は「当ニナリ難

キ」人物であるとし，まず川越・張群の間で話

合いを開始し，「当局者ノ確タル意向ヲ突止メ

ラルルコト当方各方面ノ状況ヨル見ルモ必要ナ

ルニ付右御含ノ上至急可然御措置アリ度」と返

すにとどまった（19）。こうした有田の発言の背

景には外，陸，海の三省での事務会議における

膠着状態があった。海軍は，川越の請訓の内容

に同意し，関係者間にて対中政策の再検討を行

うべきだと主張したが，陸軍の部内で審議未了

であったために，三省間で川越請訓について結

論に至らず，前述のような訓令を出さざるを得

なかったのである（20）。

しかし，その三省事務当局会議において注目

すべき発言があった。外務省上村東亜局第一課

長が，「現地大使始め本心は積極的なるも陸軍

が動かぬことを知りたる以後は消極的となれり

従て請訓の「ライン」にて中央に助け船を乞ふ

の形の如し昨日川越に対し張群と積極的にやる

様訓電せりその結果に依り正式の請訓あるもの

と予想す（21）」と述べ，陸軍の援護の重要性を

ほのめかしたのだ。そして，最終的にこの会議

で「言論を指導し陸軍も大いに関心を有する旨

を知らしむ（一方陸軍の最後案を促進すること

とす）」という事項が三省で合意されたのであ

る。

ここまで見てきたことから分かるように，外

務省は，外交の一手段として陸軍の協力を仰ぐ

ことの有効性に注目していた。外務省の最高責

任者である有田も別の場で，「此の調子ならば

在来通陸軍の実力にてじりじり北支をやるよ

り外なからんと（22）」と語っているほどである。

これは，陸軍の実力によって「川越・張群会

談」の進展を後押しすることができると言って

いるに等しい。

このように，「川越・張群会談」時，外務省

は内政にあっては南進を主張する海軍と対ソ

戦のために華北工作を進める陸軍の間に挟ま

れ，意見の調整に追われていた。そういった状

況において，外務省は落ち着いて対中外交方針

を策定することができず，出先外交官が主導と
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なって進めた交渉を追認するほかなかった。確

かに，この時期，外務省は「国際防共主義」に

より，「川越・張群会談」で日中関係，ないし

は将来の国際関係を建て直そうとしていた。し

かし，須磨の交渉過程からもわかるように，日

本は国民政府に対して共同防共を要求したもの

の，具体的な説明ができず，かえって中国側に

不信感を抱かせてしまった。現地で交渉が行き

詰まり，出先外交官の判断で交渉の早期妥結に

向けて交渉内容や方針の変更を訴えても，中央

の陸軍，海軍による影響によって外務省がリー

ダーシップを発揮し，決断を下すことはできな

かった。そればかりか，膠着状況を打開するた

めに陸軍の応援を依頼するほど外務省の外交推

進力は低下していたのである。

このように意見調整に追われる外務省の姿勢

は須磨に対する一貫しない態度にも表れてい

る。「五省特政会」構想が陸軍の一部勢力のみ

ならず，川越大使や外務省からもある程度の賛

同を取り付けたものであったこと，また，この

案の実行のために須磨が陸軍と共同して行動し

たことを先に指摘した。これを須磨の自主外交

の理由の１つとして提起し，その根拠の一部を

外務省の追認に求めたわけであるが，海軍がこ

れを痛烈に批判したことも先に見た通りであ

る。本来ならば，海軍からの批判に対して，一

度は追認した須磨を擁護するかと思われた外

務省は，海軍からの批判に引きずられる形で，

「川越・張群会談」の過程で須磨を批判してい

る。この本省からの批判に対して，中国側に交

渉内容が値切られる可能性があったという理由

によって，須磨の行動を正当化したのが現地に

いた川越大使であった。この例からも分かるよ

うに，陸軍と海軍からの要求に挟まれた東京の

外務省の状況も要因となり，出先外交官は独自

の交渉を続けることが出来たし，続けざるを得

なかった。そして，ここに須磨が積極的に自主

外交を行なった要因の１つがあるように思われ

るのである。次に，節を変えて，もう一人の外

交官であった西春彦を取り上げて，さらにこの

問題点を掘り下げてみたい。

第３節　西春彦と「青島紡績会社罷業事件」

しばしば指摘されるところでは，「青島紡績

会社罷業事件」が，同時期に実施されていた

「川越・張群会談」決裂の原因ともなった［高

村 2012: 226］［ロンドン王室国際問題研究所 

1938: 126］。以下，本節では，この問題につい

て考えてみたい。まずは，この事件について簡

単にまとめておこう。

この「青島紡績会社罷業事件」は1936年秋に

まで遡る。この時期，抗日運動が大きな盛り上

がりを見せていたが，その一環として，最初は

上海，後に青島の在華紡でストライキが行われ

た。上海では11月初めからサボタージュの動き

があったが，９日には東部地区の在華紡８工場

で約１万人がストに入るまでになった。しか

し，結果として船津辰一郎の仲介などにより，

上海におけるこの騒動は11月20日ごろには沈静

化した。だが，このストは11月19日には青島に

飛び火し，サボタージュが始まっていた。青島

で起きた罷業事件は，上海のそれに比べ，事件

の解決にかなりの時間と労力を費やすこととな

り，なおかつ同時期にあった「川越・張群会

談」に深刻な影響を与えた。この事件の交渉担

当者となったのが西春彦青島総領事であった。

青島で起きた紡績会社罷業事件は，当初から
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単なる労働争議ではなく，国民政府が関与した

反日・抗日的な活動だという予想を西総領事は

持っていた（23）。現地では，武官である田尻穣

と西は情報交換や打合せを欠かしていなかった

ようであるが，田尻も西と同様に「……暗中ノ

指導者ハ南京中央党部ト見ルヲ妥当ナリトス」

として，国民政府による政治的策謀を予想して

いた。だからこそ，「此ノ際最モ必要ナル事ハ

我海軍ノ正ヲ取リテ動カザル厳然タル態度ノ表

示ニアリト愚考ス（24）」と強圧的な行動の必要

性を訴えていたのである。実際に，労働者らに

よるストライキが暴力行動にまで拡大する過程

で，海軍陸戦隊の上陸という行動がとられた。

しかし，これは海軍の強硬姿勢を抑え込むこと

ができなかったわけではなく，西総領事が主導

したとも言えるものであった。

労働者によるストライキがおさまらない中

で，西総領事は，１つの解決方法を提起する。

それは，青島市長に本事件を調停してもらうと

いうものである。11月27日，西は紡績同業会の

代表である平岡理事の理解も得て，本事件の解

決，ならびに調査を青島市長に一任することに

決めた（25）。しかし，西はこのような表向きの

処置により事件が解決されるとは考えてはいな

かったようだ。なぜならば，西はこの交渉後に

さらなる手を打とうとしていたからである。次

にその内容について簡単に見ておきたい。

12月２日に紡績会社がロックアウトを断行

し，その保護のために海軍陸戦隊が上陸したこ

とは前述した通りである。だが，ロックアウト

から海軍陸戦隊の上陸まで，反対意見がなかっ

たわけでは決してない。この判断に反対してい

た紡績会社も１，２あったようである。しかし，

西は，陸軍武官・海軍武官と共にロックアウト

と海軍陸戦隊の上陸は避けられないと判断して

いた（26）。ゆえに，西はロックアウトに反対す

る会社を説得するため，紡績同業会の平岡理事

を使い，何とかロックアウトを認めさせたので

ある（27）。

その後，海軍陸戦隊は居留民の保護の任務だ

けでなく，市党部，図書館，新聞社平民報，国

術館などを捜査し，書類を入手した。また，党

部，国術館，平民報社長などを連行し，調査し

たのであった。この一連の行動に対して，国民

政府側は「中国の主権を侵害するものだ」とし

て，窓口である西春彦青島総領事に抗議をする

とともに，陸戦隊の撤退と逮捕者の釈放を求め

た（28）。しかし，西はすでに海軍の行動を正当

化すべく，海軍と打合せを済ませてあった（29）。

そして，翌日の12月３日に最後の「川越・張

群会談」が開かれた。その場で，張群から海軍

陸戦隊による中国の主権侵略が訴えられ，陸戦

隊の撤退と逮捕者の釈放と押収資料の返還が求

められた。張群は，この問題を本会談の中心議

題にすえようとしたが，川越はあくまで青島市

政府の対応のまずさによるものだ，と述べるに

とどめた（30）。

しかしながら，現地の青島ではこの問題は終

わってはいなかった。青島において，12月４日

に外務，陸軍，海軍，そして紡績同業会によ

り，今後の問題解決方法について協議会が開か

れた（31）。そこで決定された，国民政府に対す

る要求はかなり広範囲にわたるものであった

が，そして，有田外相から行き過ぎだとの訓令

があった（32）にもかかわらず，それを無視して
4 4 4 4 4 4 4

西総領事は現地で当初決めた通りの項目を青島

市に要求し，交渉をスタートさせた。当然なが

ら，青島市は一般問題（党部の取り締まり，国
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術館の取り締まり，市政府に日本人顧問を採用

すること，排日の取締）の項目に対して強く反

発し，一時は交渉決裂の危機もあった。しか

し，最終的には西総領事は，青島市に日本側の

要求をほぼ認めさせ，交渉を終了させたので

あった（33）。

こうした西の行動において注目すべきこと

は，須磨との類似点である。まず第１に，一方

では本省の訓令を拡大解釈し（須磨の場合），

他方では無視している（西の場合）ことは明白

である。要するに，外務省の意思決定がそのま

ま現場の交渉に反映させなかった点において類

似していると言える。第２に，須磨の場合には

陸軍と共同で，西の場合には海軍と協力関係を

築くことによって，独自の外交を進めている点

も類似していた。こうした類似点は実際の交渉

過程にどのような影響を及ぼしたのだろうか。

まず気付くのは，交渉にあたって，中国側の

動向を詳しく追跡する労を省いていることであ

る。次節では，中国国民政府側の動向を簡単に

まとめ，最後に，この点について考えてみたい。

第４節　�国民政府にとっての「川越・張

群会談」

「川越・張群会談」の最中，蒋介石は共産党

に対する討伐，「綏遠事件」への対処など様々

な仕事に忙殺されていた。しかし，蒋はあくま

でも「安内攘外」政策を貫くことが最善の策だ

と考えていたようである。具体的には，共産党

に対する討伐実行である。1936年７月に両広事

変をおさめ，国内の統治にますます自信を強め

た蒋介石にとって，「安内」に向けて残された

のは共産党だけとなった。だが，続発する事件

は，共産党に対する討伐のみに明け暮れている

ことを許さなかった。この期間に並行して行わ

れた「川越・張群会談」を，蒋介石はどのよう

に捉えていたのか。以下本節ではこの問題につ

いて論じるとともに，日本側の外務省はもちろ

ん，現場の外交官も蒋介石の真意を見抜けな

かったことを指摘したい。

川越大使は以前から，日中の関係改善には経

済合作が有効であるとの意見をもち，しばしば

外務省もそう主張していた（34）。そうした考えを

もちながら，「川越・張群会談」において日本

から経済合作を議題としてあげることはなかっ

た。これは，すでに経済合作が日本の支那駐屯

軍，興中公司の仕事になり，外務省の力が及ば

なくなってしまったからである。しかし，「川

越・張群会談」で経済合作が取り上げられな

かったかというと，そうではない。国民政府側

から経済合作の打診があったのである。とはい

え，蒋介石は，経済合作に日中関係打開の糸口

を見出したわけではなかった。蒋は，日本の言

う「経済提携」は，経済侵略だと見なしており，

「成都事件」などをきっかけにさらに華北の経

済独占をはかることを怖れていた（35）。こうした

怖れにもかかわらず，なぜ国民政府は経済合作

を求めたのか。理由は２つある。１つは，日本

の会談での主題が，華北分治と防共対策を中心

とした政治的なトピックだったからである。日

本は，経済合作よりも華北の行政や防共対策の

議論を急いでいた。しかし，政治的な話題を中

心にすることは，国内統一を目指す蒋介石から

すると，あまりにリスクが大きい。だからこそ，

日本政府の関心事になりそうにもないと蒋には

思われた経済合作をトピックとして提議し，時

間稼ぎの材料としたように思われる。
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２つ目の理由は，一見すると，最初の理由と

矛盾するものであるが，国民政府は経済合作を

国民政府中央の権限内で処理したかった，とい

うものである。この時点で，経済合作・経済工

作はすでに地方でかなりの程度進められてい

た。日本の交渉担当者である支那駐屯軍田代軍

司令官と冀察政務委員会の宋哲元とが「田代・

宋哲元協定」を結んだのが1936年10月１日であ

り，経済合作は「川越・張群会談」時点にお

いてある程度合意に達した事項であった（［秦 

1961: 92］［Dryburgh 2000: 209］を参照。国民

政府に対して日本側が不信感を募らせている中

にあって，宋哲元は「北〔支〕の国益の唯一

の守護者」［Dryburgh 2000: 209］となっていた

とも言われる）。当然，日本の狙いは，軍事的

なもので，具体的には石炭・鉄鉱の調達とそれ

らを港まで運搬する鉄道の建設であった。これ

に対して，国民政府は，地方で進められる経済

合作の主導権を中央のものにしたかった。そし

て，地方での経済合作を何とかして冀察政務委

員会内に留めることで，他の省にまで広がるこ

とを防ぎたかった［中村 1983: 54］。だからこ

そ，「川越・張群会談」内で国民政府は，経済

合作を熱心に主張したのである。つまり，実質

的に外交権を掌握して間もない蒋介石にとって

対外交渉の際にも様々な国内要因を考慮に入れ

なければならなかった（家近は蒋介石が1935年

には外交権を掌握していたことを明らかにし

ている［家近 2012: 96］）。そして，このことに

よって，日本に対する態度は著しい変化を見せ

ている。まずはこの変化を跡付けておこう。

よく知られているように，1936年７月の国民

党第五期中央執行委員会第二回全体会議で，蒋

介石は「最後の関頭」談話を発表した（36）。そ

れは，日本が中国の領土主権を損なうような

ことがあれば，それは最後の犠牲を払う時で

ある，という強い意志を示したものであった。

1935年の第五次全国代表大会で宣言した対外方

針である「……最後の犠牲の決心を抱いて和平

への最大の努力をする」と比べれば，蒋介石の

対日観が変化したことがうかがえよう（37）。

だが，おそらく蒋は対日戦争が近い将来に発

生するとは考えていなかった。中国空軍の爆撃

演習を観閲した際（1936年11月12日）には，「五

年以内に倭国の空軍に追いつけば，我国の安全

を守ることができる」と書き残している（38）。ま

た，1936年10月26日には「三年以内に倭寇は中

国を亡ぼすことができない。我々はその圧迫を

恐れる必要がない。今は，ただ忍従するしかな

い（39）」とも書いている。このように蒋は，少な

くともこれからの３年から５年以内の間は，対

日戦は起こらないと考えていたように思われ

る。

しかし，対日戦争準備をおろそかにしていた

わけではない。蒋は，これからの戦争が「総力

戦」であることに注目していた（40）。だからこ

そ，中国は資源の少ない日本よりも有利であ

り，そうした戦勝の見込みがあるからこそ，徹

底抗戦のための準備をぬかりなく行なう必要性

を訴えていたのである。実際，「川越・張群会

談」中に「綏遠事件」や「青島紡績会社罷業事

件」が起きても，自ら交渉をやめることはな

かった。交渉をずるずると引き延ばしながら，

対日戦の準備を進めていたのであった。

こうした蒋介石の戦略を外務省はもちろん現

地で交渉にあたった外交官も見抜けなかった。

この蒋介石の真意を見抜けなかったことが，三

カ月もの長期にわたる交渉によっても実質的な
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成果をあげられず，日本側の一方的な口上書読

み上げによって「川越・張群会談」を打ち切ら

ざるを得なかったことの一因であるように思わ

れる。

おわりに

「綏遠事件」が起こると日中関係はますます

険悪化し，「川越・張群会談」下で進められた

交渉の打ち切りが避けられなくなった。出先外

交官，特に須磨は，面子を保ちながら交渉を終

結させる方法を熱心に考え，外務省へ請訓して

いる。結果として最後の「川越・張群会談」に

おいて川越が口上書を読み上げ，一方的に交渉

の終結を宣言したが，川越はそれ以前の請訓の

中で「打ち切りとするも，その際，交渉経過の

覚書（一方的のもの）を支那側に交附せんとす

るも，何等意味なきものにして，一切白紙に

して打切然るべし（41）」と訴えていた。つまり，

川越は実質的な成果のあがらなかった会談にお

いて一方的な覚書の類を相手側に押し付けるこ

とは不適当だと考え，そのように提案した。こ

の川越の提案に海軍は賛同したものの，陸軍な

どの圧力から結局は口上書を読み上げることに

なり，その結末は何とも苦々しく冷え切ったも

のになってしまったのである。そして，その後

の歴史に決定的な影響を与えた西安事変が発生

するのは，12月３日の交渉打ち切りからわずか

９日後のことであった。

なぜこのような経過をたどらなければならな

かったのか。最後にこれまでの考察をまとめて

おきたい。

第２節で見たように，交渉の当事者であった

須磨は，過去の廣田三原則交渉などでの反省を

生かし，外交戦略を変えた上で「川越・張群会

談」に臨むことになった。後年，須磨の行動や

交渉方法を当時同僚であった外務官僚たちは痛

烈に批判をしている。たとえば，当時，天津総

領事であった田尻愛義は，次のように述べてい

る。

「川越大使のこの交渉をすすめる作戦は後で

知ったことだが，須磨君に手広く，しかも烈

しく瀬踏みをさせ，御代は悠々と乗り出すと

いう方法であった。たしかに一つの手であ

る。私は「一つ」と言うだけにとどめて要ら

ぬ意見を述べることをさし控えた。……大使

の作戦を中国側がどう解釈したか私にはわか

らない。文書の上で多少の了解事項は並んだ

し，結局二，三の懸案は解決したが，この交

渉で当事者はともかく，日中間のほんとうの

相互理解が深まったとは私には思えなかっ

た。」［田尻 1977: 48］

当時，東亜局長であった森島守人の論調も須

磨を非難するものである。

「南京の須磨総領事は強硬論で，従来から幾

多の懸案を自ら手塩にかけて来た行掛りも

あったものか，この機を逸せず諸懸案の全面

的解決を計れという意見で，自ら外務省に電

話をかけて，大使館側の意見を排撃し，本省

の訓令も待たず，懸案一覧表を外交部に突き

つけた位であった。そして華北問題の解決な

くして，中国問題の根本解決なしというの

が，強硬派の中樞的意見でもあった」［森島 

2007: 115］

ソシオサイエンス_Vol20.indb   78 2014/03/10   22:41:27



79「川越・張群会談」における日本の外交官

こうした批判から分かるように，須磨を中心

とした出先による「自主外交」は，ある面では

強硬的であった。しかしながら，本来出先の外

交官を指揮・監督すべき外務省は，陸軍，海軍

の意見調整に追われており，出先に対して熟考

された対中政策を訓令できるほどの余裕はな

かったと見てよいだろう。実際のところ，須磨

の外交手法も（先に見たように外務省から批判

されることもあったが）基本的には追認されて

いたし，「青島紡績会社罷業事件」での西の態

度も外務省から黙認されたのである。こうした

状況において，現場の裁量で自主外交を進める

ことは広く見られる現象である（もっとも有名

なところでは，当時駐英大使であった吉田茂の

「ワンマン外交」が想起されよう（42））。

ところが，在中外交官は，軍部と深いつなが

りを有しており，自主外交を行なう際にも軍

部の意向を汲んだものとならざるをえなかっ

た（須磨の場合には，陸軍との結びつきが，西

の場合には海軍との結びつきが顕著であったこ

とは先に指摘した通りである）。当時の中国の

対日最優先事項が，華北の特殊事態を解消し，

安定化させること，そして，関東軍による内蒙

古工作を停止させることにあったことは明らか

である。しかし，日本は自国の軍事的な利益を

確保するための活動を続け，それが中国の許容

限度をはるかに超えたものであったことに気付

かずに，または気付いていても中国の実力を軽

視し，譲歩しなかった。これは現地で交渉にあ

たった外交官についても言えることであり，軍

部としばしば共同で行動にあたっていた外交官

には，交渉に際して，交渉の余地はほとんどな

かったと言える。

さらに，第４節では，蒋介石の外交戦略を概

観したが，日本側の外務省も出先の外交官もこ

の蒋の戦略に注意を払っていたようには思えな

い。このような交渉相手国の戦略についての認

識不足が交渉失敗に導く原因となったことは想

像に難くない。

それでは，なぜこのような認識不足に陥った

のか。先に示唆したように，陸・海軍との意見

の調整に追われる外務省には現地の情報を収

集・分析する力がなかったことは確かであり，

それが現場の自主外交につながった１つの要因

である。こうした自主外交の発生という事態は

外務省の当時の状況から考えれば不可避であっ

たかもしれない。しかしながら，その現場の自

主外交といっても，外務省の訓令を拡大解釈・

無視するという意味での「自主」ではあっても，

軍部の意向に沿っているという点では独自性は

なかったと言える。そして，軍事的利益を追求

する軍部と共同してことに当たった外交官が，

中国との交渉に際して，中国側の利害に目を向

けるのではなく，自国の軍部の利害ばかりを考

慮したことが，後に「強硬」と批判されるよう

になった原因であるように思われる。この点で

印象深いのは，現場の外交官であった須磨や西

が直接携わった交渉が一方的な通告によって幕

を閉じたことである。すなわち，現場をもっと

もよく知っておくべき現場の外交官が直接交渉

に臨みながら，一方的に幕を閉じたという事実

を日本外交史のページに刻んだことが，本交渉

においてもっとも際立った点であるように私に

は思われるのである。

〔投稿受理日2013.8.23 ／掲載決定日2014.1.23〕
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したが，イギリス側は不信を抱き，取り合わなかっ
た。この吉田の行動を細谷千博は「ワンマン外交」
と評している（［細谷 1979: 39］）。しかし，先に指
摘したように，須磨の場合には陸軍，西の場合に
は海軍と共同でことに当たっていたが，軍の反対
によって，外相の地位を逃した吉田にはこうした
傾向はなかった。
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